
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 母子・父子家庭及び、生活困窮世帯等の子どもに対して、学習習慣の定着と基礎学力の向上を目的とした学習支援。 

○ 指導者１対生徒３の個別指導形式による集合型学習支援、並びに不登校・ひきこもりなど困難な状況にある子どもに対しての指導者１対生

徒１での派遣型学習支援を実施。 

○ 学習支援のほか、進路指導、進学に必要な情報の提供、日常生活習慣の形成、社会性を育成する居場所の提供、受講者の学習や生活上の悩

みへの相談対応を実施。 

 

H30予算額 ９，６００千円 

内訳 子育て支援課 ６，７２０千円 

生活支援課  ２，８８０千円 

１ 対象者  次の世帯に属する市内在住の小学校６年生から中学生まで 

  ・生活保護世帯        ・就学援助を受給する世帯 

  ・児童扶養手当を受給する世帯 ・その他市長が認める者 

  ※派遣型は、上記に加え不登校など対人関係に課題があるものなどが主体 

２ 人数  集合型：４０人    派遣型：３人 

３ 実施場所 

  ・集合型 東部          10名程度 水曜 18：30～ 

西部          10名程度 火曜 18：30～ 

中央部         20名程度 土曜 14：30～ 

※実施場所は非公開。問合せがあれば回答する程度。 

 ・派遣型 受講者の自宅 

４ 実施期間、指導形式・回数 

・実施期間：6月中旬～3月初旬 

・指導形式 集合型：１：３（学習支援員対児童）週１回 全３６回 

        派遣型：１：１        月２回 全２０回 

５ 指導時間  １回２時間程度。（途中休憩含む） 
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○統括責任者 １人 
 事業統括者、学習支援員の募集や選定、

指導、育成、研修などを行う。 

○学習支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（各会場 1人） 
 現場責任者、対象者の出欠・学習状況の

確認把握、学習支援員とのマッチング、

学習支援員への助言、会場運営を行う。 

○学習支援員（必要数） 
 学習支援を行うほか、様々な相談に対応

する。 

※相談支援員（事業提案で追加） 
 心理カウンセラーや社会福祉士等を会場や自

宅に派遣し心理や生活に関する相談を受ける。 

市 

報告 

連絡 

相談 

指示 
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１ 市との連携 

 月１回、市と事業者で連絡会議を実施。業務の進捗状況、支援状況の報告を行う。 

２ 関係機関等との連携 

 市の関係部署や学校関係者及び関係機関との会議に事業者が出席し、支援状況の報告

や情報共有を行い、連携して支援を行う。 

保護者が申込み 

募集 

開始 
SSW・子家等からの

紹 介 

申込要件確認・面談 
受付をこだいら生活相談支援センターで

実施し、受付窓口を一本化。要件の確認と

市との面談を設定。 

面談は、市で実施。児童の学習状況等を聞

き取り、支援の必要性を判断。 

 

利用承認 

利用不承認 

要件に合致。定員を超える場合は、

支援の必要性を判断。場合により待

機となる。 

要件を満たしていない。 

委託事業者との面談 
利用承認を受けた児童とその保護

者、事業者とで、児童の状況や、学

習支援事業の説明や勉強したい科

目など、をヒアリング。 

 

授業開始 
開講初日に学力診断等

（実際の学力を確認）を

実施。授業は２回目から。 

↑支援が必要な家庭ほど関心がなく、申込みをすることが尐ないため。 

効果測定 
模擬テストを行い、支援

後の学力の変化を測る。 

※派遣型については、公募は行わず、SSW や子家等からの紹介により選考する。 

（公募せず、 

SSW や子家からの紹介での選考） 


